
補助金・助成金等一覧
申請の対象や必要な書類はそれぞれ異なります。 詳細やその他補助金等に
ついては市HPをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。

補助金適正化のガイドラインをつくりました！
詳細は市HPへ。

名　　　称 問い合わせ先 補　助　内　容 申　　請 補　助　額

飼い主のいない猫
避妊・去勢手術補助金

野良猫の繁殖による環境被害対策のため、
手術費の一部

環境課
☎56-0612

メス：上限1万円
オス：上限5,000円

地域課題を解決するための活動を行う際の
費用

たつせがある課
☎56-0602

協働まちづくり
活動補助金 上限10万円

活動の幅をさらに広げ、継続していくため
にNPO法人を設立しようとする際の費用

たつせがある課
☎56-0602

NPO法人
設立支援補助金 上限15万円

住宅に対象の省エネ、創エネ、蓄エネ設備
機器の設置を行う市民に対して費用の一部

環境課
☎56-0612

住宅用地球温暖化対策
設備導入促進費補助金

4月11日（月）～
（先着順）

4月18日（月）～
5月12日（木）

4月18日（月）～
5月31日（火）

対象機器により異なる。
※設置前に要申請

①上限3,000円 ②上限
1万円 ③上限1,000円

事業毎に補助額が異な
るため詳細は市HPへ。

①コンポスト ②生ごみ処理機
③密閉バケツの購入費の一部 随時窓口環境課

☎56-0612
生ごみ減量に関する
補助金

木造住宅耐震改修費
補助事業★

旧耐震基準木造住宅の耐震改修工事にか
かる費用の一部

都市計画課
☎56-0622

一戸あたり
上限100万円

木造住宅段階的耐震
改修費補助事業★

旧耐震基準木造住宅の耐震補強計画に基
づく一部の耐震改修工事にかかる費用の
一部

都市計画課
☎56-0622

一戸あたり上限30万円
高齢者および障がい者の人が住む旧耐震
基準木造住宅の耐震シェルター整備費用
の一部

木造住宅
耐震シェルター整備費
補助事業★

都市計画課
☎56-0622

4月11日（月）
９：００～ 窓口・郵送
（先着順）
※窓口申請優先。 郵
送の場合は事前に
電話で要事前予約。
※木造住宅は無料
耐震診断を受け、耐
震化が必要と判定さ
れたもののみ受付。

一戸あたり上限40万円旧耐震基準木造住宅の除却工事にかかる
費用の一部

木造住宅除却費
補助事業★

都市計画課
☎56-0622

旧耐震基準非木造共同住宅の耐震診断、
耐震改修設計および耐震改修工事にかか
る費用の一部

非木造共同住宅
耐震改修促進事業★
（要事前相談）

都市計画課
☎56-0622

一団の土地あたり
上限20万円

道路等に面する高さ1m以上のブロック塀
等を撤去する工事にかかる費用の一部

ブロック塀等撤去費
補助事業★

都市計画課
☎56-0622

補助金代理受領制
度対象となる補助
金制度の申請時

随時窓口・郵送
※骨髄等の提供終了
日から1年以内

上記6つ（★）の補助事業を対象に申請者
が補助金の受け取りを業者に委任する制度補助金代理受領制度 都市計画課

☎56-0622

一乗車上限650円
障がいのある人がタクシーを利用する時の
運賃の一部に対してタクシーチケット交付
（要件あり）

障がい者タクシー料金
助成利用券

福祉課
☎56-0614 随時窓口・郵送

随時窓口・郵送

随時窓口・郵送

随時窓口・郵送

随時窓口・郵送

脳ドック検診（2022年4月～2023年2月受
診分）の受診費用の一部

脳ドック検診費用
助成事業

健康推進課
☎63-3300

脳ドック検診費用の7割
（上限15,000円）窓口・電話

骨髄等を提供した人（ドナー）およびドナー
を雇用する事業所に対する助成金骨髄移植ドナー助成金 健康推進課

☎63-3300
助成回数・金額の
上限あり

対象経費の１/２。
ただし、基準額以内の金
額（上限５００万円）

一段目：
二段目：

上限60万円
一段目と合計して
上限100万円

市街化区域・市街化調整区域内の集落に
おける民有地の建物、敷地に行う屋上・壁
面・空地・駐車場の緑化、生垣設置

緑の街並み推進事業 みどりの推進課
☎56-0552

上限３００万円
※補助対象経費には
条件あり。

住民団体等が市内の公有地において住民
参加により行う植栽などの活動、体験学習
事業

県民参加緑づくり事業 みどりの推進課
☎56-0552

対象経費の１/２。
ただし、基準額以内の金
額（上限５０万円）
※屋上緑化・壁面緑化の
両方を併せて申請する場
合でも、５０万円まで。

市街化区域内の建築物・工作物の屋上緑
化・壁面緑化を対象に、対象経費の一部屋上緑化・壁面緑化 みどりの推進課

☎56-0552

上限１５万円
※区分によって補助金額
が異なる。

一定の条件を満たした生垣を新たに設置す
る人を対象に、対象経費の一部生垣の設置 みどりの推進課

☎56-0552

随時窓口
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